
基発第 1227第 1号

平成 22年 12月 27日

都道府県労働局長殿

、
厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

社会復帰促進等事業として行われる事業に係る

支給、不支給決定等の処分性について

労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 50号。以下「労災保険法」とい

う。)第 29条第 1項の規定に基づく社会復帰促進等事業(I日労働福祉事業。以

下「社復事業Jという。)として行われる事業に係る支給、不支給決定(承認、

不承認を含む。) (以下「支給決定等」としサ。)については、これまで、原則と

して申込みに対する承諾又は不承諾であり、保険給付と異なり処分性はないも

のとして取り扱ってきたところである。

しかしながら、最高裁判所において、同事業として実施されている労災就学

援護費について、保険給付と同様の手続により支給する仕組みとなっているこ

と等から、その支給決定等は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に

行う公権力の行使であり、被災労働者や遺族の労災就学援護費の支給請求権に

直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるので、抗告訴訟の対象となる行

政処分に該当する旨、判示されたところである。

そこで、社復事業のうち、判示された労災就学援護費以外の事業を見直した

ところ、下記 1に掲げるものについては、今後、処分性があるものとし、下記

のとおり取り扱うこととするので、遺漏なきを期されたい。

なお、本通達の施行に伴い、「労災就学等援護費に関する審査請求の当面の取

扱いについてJ(平成 15年 9月 11日付け基労補発第0911001号)は廃

止する。

記

1 処分性を認める具体的な支給決定等

処 分I生を認める支給決定等は次のとおりとすること。

(1)労災就学援護費の支給又は不支給

(2)労災就労保育援護費の支給又は不支給

( 3 )義肢等補装具費の支給の承認、又は不承認、

(4 )外科後処置の承認又は不承認

( 5 )アフターケア健康管理手帳の交付又は不交付

( 6 )アフターケア通院費の支給又は不支給

(7)労災はり・きゅう施術の承認、又は不承認



2 処分性を認めることによる効果

(1)上記 1の支給決定等は、行政事件訴訟法(昭和 37年法律第 139号)

第3条に規定する抗告訴訟の対象となること。

したがって、同法第 2章の規定の適用があり、不支給決定等を受けた被

災労働者等は国に対して取消訴訟を提起することができるほか、出訴期間

の制限(同法第 14条)等の適用を受けること。

また、同法第 46条の適用も受けるので、同条の定めるところにより取

消訴訟の提起に関する事項の教示が必要になること。

(2 )上記 1の支給決定等は、行政不服審査法(昭和 37年法律第 160号)

第2条第 1項に規定する「処分」に該当するが、労災保険法第 38条に規

定する「保険給付に関する決定」には該当しないこと。

したがって、支給決定等を受けた被災労働者等は、行政不服審査法第5
条の規定に基づく審査請求をすることができるほか、同法第2章第 1節、

第2節及び第 5節の適用も受けるものであること。

また、同法第 57条の規定の適用も受けるので、同条の定めるところに

より審査請求ができる旨等の教示が必要になること。

(3 )上記 1の支給決定等は、行政手続法(平成5年法律第 88号)で定める

「申請に対する処分」にも該当するため、審査基準の設定(同法第5条)、

標準処理期間の設定(同法第6条)、申請に対する審査、応答(同法第 7条)、

不支給決定する場合の理由の提示(同法第8条)、審査の進行状況等や申請

に必要な情報の提供(同法第9条)など、同法第 2章に規定する関係規定

の適用を受けることになること。

3 標準処理期間

上記 1の支給決定等の標準処理期間は、 1か月とすること。

4 関係通達の改正

関係通達を別紙 1から 6までのとおり改めること。

5 経過措置

この通達に定める取扱いは、本通達発出後に行う支給決定等について適用

するものであること。

ただし、本通達発出日以前に、本通達による改正前の「社会復帰促進等事

業としてのアフターケア実施要領(平成 19年4月23日付け基発第 042

3002号)J に基づき「健康管理手帳交付報告書」を作成した場合において

は、なお従前のとおり事務を行うこととすること。



)5IJ是正u

「労災就学援護費の支給についてJ(昭和 45年 10月 27日付け基発第 774

号)の一部を次のように改正する。

1.本文を次のように改める。

1中「第23条の保険施設Jを「第 29条第 1項の社会復帰促進等事業」に

改める。

2. r労災就学等援護費支給要綱」を次のように改める。

(1) 1中「労働福祉事業」を「社会復帰促進等事業Jに改める。

(2) 7の(1)のホを次のように改める。

ホ 所轄署長は、イ又はニの申請書を受け取ったときは、その内容を検討の上、

支給・不支給又は変更の決定(以下「決定j という。)を行い、その旨を「労

災就学等援護費支給変更・不支給通知書J (様式第2号)により申請者に通

知するとともに、支給決定又は変更決定したものについては所要の事項を所

轄都道府県労働局長を経由して木省労災保険業務課に報告する。所轄署長が

8の(1)のロによる支給対象者に関する報告書等により、変更決定した場合

における労災就学援護費の支給を受けている者への通知も同様とする。

また、労災就学援護費の決定については、処分性が認められるため、行政'

事件訴訟法(昭和 37年法律第 139号)、行政不服審査法(昭和 37年法律

第 160号)、行政手続法(平成5年法律第88号)の適用がある。

このため、所轄都道府県労働局長及び所轄署長は、次のとおり事務を行う

こととする。

(イ) 労災就学援護費の決定は、行政不服審査法第2条に規定する行政処

分であるものとして、審査請求の対象として取り扱うこと。

(ロ) 労災就学援護費の決定に関する審査は、当該決定をした所轄署長の

上級庁である所轄都道府県労働局長が行うこと。なお、再審査請求は行

うことができないものであること。

(ハ) 決定を行う際は、その相手方に対し、「労災就学等援護費支給変更・

不支給通知書J (様式第2号)をもって、行政不服審査法に基づく審査

請求及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の提起ができる旨の教示を

行うこと。その際は、不服申立て手続の有無に関係なく、訴訟の提起が

可能であることに留意すること。

(ニ) 労災就学援護費を変更又は不支給とする場合には、 「労災就学等援

護費支給変更・不支給通知書J (様式第2号)に当該決定の理由を付記

する、又は、理由を明記した別紙を添付して通知すること。



3 I労災就学等援護費支給要綱j の様式第2号を別添のとおり改める。
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}jIJ紙2

「義肢等補装具支給要綱の制定についてJ(平成 18年6月 1日基発第 0601 

001号)の一部を次のように改正する。

1 題名を次のように改める。

義肢等補装具の支給について

2 本文を次のように改める。

本文中 I(以下 169号通達Jという。)J及び「身体障害者福祉法第 2

O条第 1項及 1び第 21条の規定に基づく「補装具の種目、受託報

酬の額等に関する基準J (昭和 48年厚生省告示第 171号)の改

正に伴い義肢等補装具の支給価絡及び修理価格を改めるとともに、

事務処理の効率化を図るため、新たに」を削り、「義肢等補装具支給要

綱」を「義肢等補装具費支給要綱」に、「制定しJを「定めたのでj に改め、

「本日から実施することとしたので」及びなお書きを削る。

3 本文の別紙を削る。

4 別添「義肢等補装具費支給要綱」を次のように改める。

(1) 1中 「、これらの者の社会復帰の促進を図るため、」の次に「労働者災

害補償保険法(昭和 22年法律第 50号。以下「労災保険法Jという。)

第29条第1項の社会復帰促進等事業として」を加える。

(2) 3の(1)のワの(ア)中「労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第

50号。以下「労災保険法」という。)Jを「労災保険法Jに改める。

(3) 8の (4) 中 1(4)承認」を 1(4)承認等」に改め、 「所轄局長」

の前に「ア」、 「なお、」の前に「イJを付し、 「満たすものであると認

めたときは、申請者に「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書J(様式第

2号)を交付する。」を「満たすものであるか否かを判断の上、承認・不承

認の決定(以下「承認決定等j という。)を行い、その旨を「義肢等補装具



J 

購入・修理費用支給承認決定通知書J(様式第 2号(1))又は f義肢等補装

具購入・修理費用不承認決定通知書J(様式第2号(2))により通知するも

のとする。

また、承認決定等については、処分性が認められるため、行政事件訴訟

法(昭和 37年法律第 139号)、行政不服審査法(昭和 37年法律第16 

O号)、行政手続法(平成5年法律第88:号)の適用がある。

このため、所轄局長は、次のとおり事務を行うこととする。

(ア) 義肢等補装具費支給の承認決定等は、行政不服審査法第2条に規定

する行政処分であるものとして、審査請求の対象として取り扱うこと。

(イ) 義肢等補装具費支給の承認決定等に関する審査は、当該決定をした

所轄局長の上級庁である厚生労働大臣が行うこと。なお、再審査請求

は行うことができないものであること。

(ウ) 承認決定等を行う際は、その相手方に対し、「義肢等補装具購入・

修理費用支給承認決定通知書J(様式第2号(1))又は「義肢等補装

具購入・修理費用不承認決定通知書J(様式第2号 (2)) をもって、

行政不服審査法に基づく審査請求及び行政事件訴訟法に基づく取消

訴訟の提起ができる旨の教示を行うこと。その際は、不服申立て手続

の有無に関係なく、取消訴訟の提起が可能で、あることに留意すること。

(エ) 義肢等補装具費支給の申請を不承認とする場合には、「義肢等補装

具購入・修理費用不承認決定通知書J(様式第2号 (2))に当該決定

の理由を付記する、又は、理由を明記した別紙を添付して通知するこ

と。」

に改め、「なお、Jを削り、「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」を「義

肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に改める。

(4) 8の (5)及び (6)のイ中「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」

を「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に改める。

(5) 9の(1)のア中「労働福祉事業実施要綱の全面改正について」を「外

科後処置の実施についてj に、 rr外科後処置承認書J(外科後処置実施要

綱の様式第3号)Jを rr外科後処置承認、決定通知書J(外科後処置実施要

綱の様式第3号(1))Jに改める。

(6) 1 2の(1)中「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」を「義肢等

補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に改める。



(7) 1 5の (3) 中「所轄局長に提出する。」の次に「所轄局長は、当該申

請を受けた場合には、対象者等の要件を満たしているか否かを判断の上、

承認決定等を行い、その旨を「義肢等補装具旅費支給承認・不承認決定通知

書J(様式第 10号 (2))により通知するものとする。

なお、承認決定等については、処分性が認められるため、行政事件訴訟

法等の適用に関しては、 8の (4)のアと同様に取り扱うこととする。」を

加える。

(8) 2 0中「本要綱は、平成 22年 10月 22日から施行し、平成 22年 1

O月 1日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」に係る

義肢等の支給又は修理に適用する。jを「本要綱は、平成22年 12月27

日から施行する。」に改める。

5 別添「義肢等補装具費支給要綱」様式を次のように改める。

(1) r様式2号」を削り、次の様式第2号(1)及び様式第 2号 (2)を加

える。



様式第2号(1)

平成年月日

o 000殿

o 0 労働局長 田
義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書

平成年月 日付けをもって申請された の購入・修理費用支給

申請について承認しましたので、この承認決定通知書を下記(病院又は診療所義肢等補装具販

売・修理業者)に提示して、義肢等繍装具の購'A・修理を行ってくださb、。

承認番号 No. 

義肢等補装具の探型指 名称

導を行う病院、診療所
所在地

の

義肢等補装具の購入・ 名称

修理の発注を行う業者
所在地

の

購入・修理の発注を 種目

行う義肢等補装具の
個数

費用の支

給上限額

(注意)

I 義肢圃装具・車いす等の製作については、義肢採型指導医が採裂等を行った後に製作業者がこれを

}製作するとともに、その義肢・装具・車いす等が製作されたときには、当該医師がこれを検査するこ

ととなっております，

2 費用の支給対象となるのは、労災保険田義肢磐椅装具費支給要綱で定められた範囲となりますので、

製作業者に発注する際に十分確認してください.ご不明の点があれぽ、必ず発注前に照辛lJi..に禎轄を

主盈どと主L主主&
3 製作業者から義肢等檎装具を受領したときは、「義肢等檎装具購入・修理費用語求書J(様式第B号

(1) )の f受領年月日欄Jに、受領した日付を記入して〈だきい.

4 義肢等補装具の購入費用又は修理費用を請求するときにほ、「義政等補装具購入・修理費用請求書J

(様式第 B 号 (1)) に、この承認決宮踊知書の写し争必ず訴付してくださ~'.

なお、購入・修現した義肢等補装具の種目、型式‘個数等を、後目、個別訪問主は製作業者に対す

る照会等により確認主せてい士だく揚舎があり主す白

この決定の詳細についてお聞きにな0たい点があれば、照会先までご連絡ください.

この決定に不服部品る場合には、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に厚生労働大匡に

対して審査請求をすることができます(決定があった日から 1 年を経過した場合を除きます'o)~

この決定に対する取消訴訟は、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります.l、この決

定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起する二とができます(決定があった日から l年を

経過した場合を除きます.l.
ただし、この決定があったことを知った自由翌日から起算して60日以内に審査請求をした場合には、取消辞訟

は、その審査請求に対する議決の送逮を受けた日目翌日から起算して 67月以内に提起しなければなりません(裁
決があった固から 1年を経過した場合を除きまず.l.

照会先 00労働局労働基準部労災補償課00係

電話 000-:-0000 



様式第2号 (2) 

平成年月日

0 00  0 殿

00労働局長田

義肢等補装具購入・修理費用支給不承認決定通知書

平成 年 月 日付けをもって申請された の購入・修理費用

支給申請については、下記の理由により不承認と決定しましたので通知します。

記

l 申請事項

2 不承認の理由

この決定の詳細についてお聞きになりtい点があれば、照会先までご連絡ください.

との決定に不服がある場合I~l士、決定があったことを知った日の翌日から起算して 60 日以内に厚生労働大臣に対して

審査請求をすることができます(決定があった日から1年を経過した場合を除きます.)。

この決定に対する取消訴訟は、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、この決定があ

ったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます(決定があった日から 1年を経過した場合

を除きます.).

ただし、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に審査請求をした場合には、取消鰐訟l立、そ

の審査請求に対する裁決の送遣を畳けた日の翌日から起算して6ヶ月以内1:提起しなければなりません(裁決があヮた日

から1年を経過した場合を除きます.)。

照会先 00労働局労働基準部労災補償課00係

電話 000-0000 



(2) I様式第 10号(表面)Jを「様式第 10号(1) (表面)Jに、「様式第

10号(裏面)Jを「様式第 10号(1) (裏面)Jに改め、次の様式第 10

号 (2)を加える。

様式第10号 (2)

平成 年 月 日

000  0 ~ 

0. 0.労働局長 田
義肢等補装具旅費支給承認・不i.il:認決定通知書

平成 年 月 日付けをもって申請された義肢等補装具旅費申請につい

て、下記のとおり決定しましたので通知します。

言己

1 承認、事項 全部 -一部 不承認

2 承認額 円

一部承認又は不承認の連曲

この決定の録帽についてお聞きになりたい点があれば、照会先までご遮絡〈ださい.

，この決定に不JIIがある趨合には、決定があったことを知った日の翌日から起算して 60s以内!と厚生労働大臣に対して審査制求をす

ることができます(訣躍があった固から 1，停を経過した場合を陣きます'.).

この決定に対する取前訴訟は、国を被舎として{訴涯において固を代表する者は諺務大臣まとなります.).この決定があったζ とを知

った日の盟日から起算して6かn以内に拠起することができ;，す(決宜があ。たロから l竿を邑過した接合を除きます.).

ただL、この怯定があったニとを知。た日の翌日から起算してe。日以内に事宣伝請求をした渇合に也.取協2馬主主は、その審重量拍制こ

対する般訣町送迎を受付た目町亜日から起旅して.，.月以内に提起しなければなりません【扱決があ。た日から 1字を経過した場合を

陣きまT.入

照会先 0.0.労働局労働基準都労災補償繰0.0.係

電話 0.0.0.-0.0.0.0. 



別紙3

「労働福祉事業実施要綱の全面改正についてJ(昭和 56年2月 6日付け基発第

69号)の一部を次のように改正する。

1 題名を次のように改める。

外科後処置の実施について

2 本文を次のように改める。

( 1 )本文中「労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 50号。以下「労災

保険法」という。)第 23条第 1項の労働福祉事業」を「労働者災害補償保

険法(昭和 22年法律第 50号。以下「労災保険法」という。)第 29条第

1項の社会復帰促進等事業」に改め、「及び義肢等の支給」及び「以下「旧

要綱」とし寸。」を削り、「改正し、昭和 56年2月 1日から実施すること

としたので」を「定めたので」に改め、なお書きを削る。

(2 )記の第 1を削る。

( 3 )記の第2の1の(1)中「労災保険法による障害補償給付」の次に「又

は障害給付(以下「障害(補償t)給付」という。)Jを、「業務上の事由」の

次に「又は通勤」を加え、「障害補償給付」を「障害(補償)給付」に改め、

同 (3)中「障害補償給付」を「障害(補償)給付」に改める。

(4 )記の第2の2の (4)中「労災管理課」を「補償課」に改める。

(5 )記の第2の3の(1)のエを削り、同ホを同ニとし、同 (2) 中「別紙

1ー(1)Jを「別紙 1Jに改め、同 (3)中「別紙2ー(1)Jを「別紙

2J に改め、同 (4)を削り、同 (5)中「労災管理課」を「補償課」に

改め、同 (5)を岡 (4) とし、同 (6)を同 (5)とする。

(6 )記の第2の4の(1)中「保険給付記録票」を「労働基準行政情報シス

テム・労災行政情報管理システム内の情報等」に改め、「、その「労働福祉

事業関係欄Jに「外科後処置申請書経由」の旨を記入した後」を削り、「都

道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改め、同(2 )中「承認



書」を「承認、決定通知書」に改め、同 (4)中「労働福祉事業原票」を f社

会復帰促進等事業原票」に、「承認書」を「承認決定通知書」に改める。

(7)記の第2の6中「初診料特別加算及び」を削る。

(8 )記の第、2の7中 1(項)労働福祉事業費、(目)診療等委託費」を 1(項)

社会復帰促進等事業費(日)社会復帰促進等委託費Jに改める。

(9 )記の第2のHからWまでを削る。

(10)記の第2のVの1を削る。

(11)記の第2のVの2の (3)中「国鉄自動車等Jを削り、同 (4)を削り、

同 (5)を同 (4)とし、記の第2のVの2中 12 旅費の支給の範囲

について」を 18 旅費の支給の範囲について」に改める。

(12)記の第2のVの3の(1 )中「保険給付記録票」を「労働基準行政情報

システム・労災行政情報管理システム内の情報等」に改め、「、当該記録

票の「労働福祉事業関係欄」に「旅費支給申請書経由」の旨を記入した

後」を削り、記の第2のVの3中(3 )を削り、同 (4) 中「別紙 7J

を IJ:!IJ紙4J に改め、同 (4) を同 (3)とし、同 (5)を同 (4)と

し、同 (6)中「及び義肢等の支給」を削り、「当該承認書」を「当該承

認決定通知書」に改め、同 (6)を同(5) とし、記の第 2のVの3中

13 旅費の支給手続等について」を 19 旅費の支給手続等について」

に改める。

(13)記の第2のVの4中1(項)労働福祉事業費(目)廃疾保養等旅費」を1(項)

社会復帰促進等事業費(目)社会復帰促進等旅費」民、 14 支出項目に

ついて」を 110 支出項目について」に改める。

(14)記の第2中 IV 旅費の支給関係」を削る。

(15)記の第 2のVIを削る。

(16)記の第2のVlI中「労働福祉事業原票」を「社会復帰促進等事業原票」に、

IVlI 労働福祉事業原票関係」を 111 社会復帰促進等事業原票関係、



について」に改める。

(17)記の第2のvlllを削る。

(18)記の第 2中「第2 運用上の留意事項」及び rI外科後処置関係」を削

る。

3 本文の別表及び別紙を次のように改める。

(1)別表を削る。

(2 )別紙 1- (1)中「第 23条」を「第 29条」に、「労働福祉事業実施

要綱」を「外科後処置実施要綱」に改め、「昭和」を削り、「労働基準局

長」を「労働局長」に、「別紙 1ー(1)Jを「別紙 1Jに改める。

( 3) }3IJ紙 1- (2) を削る。

(4)別紙2一(1)の前文中「労働福祉事業」を「社会復帰促進等事業」に、

「労働基準局長」を roo労働局長Jに改める。別紙2ー(1)の第 1

条中「労働福祉事業」を「社会復帰促進等事業」に改め、第2条中「都

道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「外科後処置承認書」

を「外科後処置承認決定通知書」に、「承認、書」を「承認決定通知書」に

改め、第 3条中「昭和 33年6月 30日厚生省告示第 177号(健康保

険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法)Jを「健康保険法の

規定による療養に要する費用の額の算定方法」に改め、第4条中「承認、

書」を「承認、決定通知書」に、「都道府県労働基準局Jを「都道府県労働

局」に、「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改め、第5

条中「承認書」を「承認決定通知書」に、「都道府県労働基準局長」を「都

道府県労働局長」に改め、第 6条中「労働省労働基準局長」を「厚生労

働省労働基準局長」に、「労働福祉事業実施要綱」を「外科後処置実施要

綱」に改め、第 10条中「昭和」を削り、 r1箇年間」を r1年間」に改

める。別紙2ー(1)の署名・押印欄中「昭和」を削り、「都道府県労働

基準局長」を roo労働局長」に改める。別紙2ー(1)中「別紙2

(1) Jを「別紙2Jに改める。

(5 )別紙 2- (2)から}3IJ紙 2- (5) を削る。



(6 )別紙3の1中 rr所轄労働基準局名」欄」を rr所轄労働局名」欄」に、

「都道府県労働基準局名」を「都道府県労働局名」に改め、 2中「外科

後処置承認、書」を「外科後処置承認決定通知書」に、「承認書番号」を「承

認番号」に改め、 3中 rr傷病の部位及び傷病名」欄」を rr傷病名及び

傷病の部位」欄」に、「当該診療を施した部位及び傷病名」を「傷病名及

び当該診療を施した部位」に改め、 4中「期間」を「療養期間」に改め、

5中「において、」を「に」に改め、 6中「記載するにあたっては」の次

に「、診療内容欄の診療行為区分ごとに番号を付しているので、当該番

号を摘要欄の点線内左側に記入させたうえ内訳を記入し」を加え、 f明ら

かになるような形で」を「明らかになるように」に改め、 8中「記入さ

せることとし」を「記入させること。」に改め、「、特例点数を適用する

場合(昭和 51年 1月 13日基発第 72号通達記の 1の(7)により取

扱う場合をいう。)には「摘要」欄に「健保点数×倍率(1. 5倍又は 2

倍)Jを明記させること。」を削り、 9中「についてjを削り、 11中「、

皮下筋肉内・静脈内注射を行った場合は皮下筋肉内・静脈内の項に、そ

の他の注射を行った場合は」を「、皮下筋肉内lこ注射を行つだ場合は皮

下筋肉内、静脈内に注射を行った場合は静脈内の項に、」に改め、なお書

きを削り、 12中「処置及び手術にあたって麻酔を行った場合は」の次

に「、」を加え、「または」を「又は」に、「、それぞれ使用した薬剤総量

の購入価格が 25円を越えるものについては、個々の処置、手術又は麻

酔ごとに当該購入価格から 25円を控除して算定した点数を薬剤の項の

点数欄に記入させ使用した薬剤の薬名、規格単位及び使用量のすべてを

個々の処置、手術、麻酔別に摘要欄に記入させること。」を「、それぞれ

使用した薬剤lの点数を薬剤の項の点数欄に記入させ、使用した薬剤l名、

規格、単位及び使用量のすべてを個々の処置、手術、麻酔別に摘要欄に

記入させること。」に、「特定治療材料」を「特定保健医療材料」に、「点

数及び使用材料の名称」を「使用材料の名称及び点数」に、「輸血につい

ては「処置及び手術・麻酔J欄じ、」を「また、輸血を行った場合は、「手

術・麻酔」欄に」に改め、なお書きを削り、 13中「、検査名、各検査

の回数、点数を記入させること。」を「、検査の種類ごとに検査名、回数

及び点数を記入させること。また、検査に当たって薬剤を使用した場合

は、検査の薬剤の欄にその薬剤名、規格、単位、使用量及び点数を記入

させること。Jに改め、 14中 rrレントゲン」機」を rr画像診断」欄」

に、「写真の種類」を「診断の種類」に、「、点数」を「及び点数」に、「、

種類」を「、種類(撮影方法)Jに改め、「使用フィルムの大きさ」の次

に「と枚数」を加え、「、用量、回数、点数を」を「、使用量等を摘要欄



に」に改め、最後に「また、コンビューター断層撮影を行った場合は、

上記に準じて記入させること。」を加え、 15中「理学療法、精神病特殊

療法及びリハビリテーション医療等」を「リハビリテーション等」に、「こ

れらに対応する摘要欄に各行為及び点数等」を「摘要欄に各診療行為、

点数等」に改め、 16を削り、次の 16及び 17を加える。

1 6 r入院」欄は、「病J(病院)、「診J(診療所)のいずれかの文字を

0で囲み、病衣貸与をしている場合は「衣」の文字をOで囲むこと。

「入院基本料加算」については、入院基本料に係る 1日あたり所定点

数、日数及び合計点数を記入させること o r特定入院料・その他」の

欄については、算定した特定入院料の種別を記入し、それぞれの日数

及び合計点数を記入させること。

1 7 r食事」欄は、「基準」については、算定した項目について記入さ

せ、食事療養に係る 1回あたり所定金額及び回数を記入させること。

(7)別紙4から別紙6を削る。

(8 )別紙7中「昭和」を削り、「※ 」を「外科後処置」に改め、

(注)書き中 r1 J及び2を削り、「別紙 7Jを「別紙4Jに改める。

4 別添「外科後処置実施要綱」を次のように改める。

(1) 1中「労働福祉事業」を「労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 5

O号。以下「労災保険法」という。)第 29条第 1項の社会復帰促進等事

業」に改める。

(2) 2中「労働者災害補償・保険法(昭和 22年法律第 50号。以下「労災保

険法」とし、う。)Jを「労災保険法」に改める。

(3) 4の(1)中 r(以下「労働局長」という。)Jを削り、同 (2)中「労

働局長Jを「都道府県労働局長(以下「医療機関所轄局長」という。)J 

に改め、同 (3)中「労働局長」を「医療機関所轄局長」に改める。

(4) 5の (2) を次のように改める。

所轄局長は、 (1)の申請を受けた場合には、対象者等の要件を満たし

ているか否かを判断の上、承認・不承認の決定(以下「承認決定等Jとい



う。)を行い、その旨を「外科後処置承認決定通知書J(様式第3号(1)) 

又は「外科後処置不承認決定通知書J(様式第3号(2)) により通知する

ものとする。

また、承認決定等については、処分性が認められるため、行政事件訴訟

法(昭和 37年法律第 139号)、行政不服審査法(昭和 37年法律第 16

O号)、行政手続法(平成5年法律第 88号)の適用がある。

このため、所轄局長は、次のとおり事務を行うこととする。

イ 外科後処置の承認、決定等は、行政不服審査法第2条に規定する行政処

分であるものとして、審査請求の対象として取り扱うこと。

ロ 外科後処置の承認決定等に関する審査は、当該決定をした所轄局長の

上級庁である厚生労働大臣が行うこと。なお、再審査請求は行うことが

できないものであること。

ハ 承認決定等を行う際は、その相手方に対し、「外科後処置承認決定通知

書J(様式第3号(1))又は「外科後処置不承認決定通知書J(様式第

3号(2 ))をもって、行政不服審査法に基づく審査請求及び行政事件

訴訟法に基づく取消訴訟の提起ができる旨の教示を行うこと。その際は、

不服申立て手続の有無に関係なく、取消訴訟の提起が可能であることに

留意すること。

ニ 外科後処置の申請を不承認とする場合には、「外科後処置不承認、決定通

知書J(様式第3号(2 ))に当該決定の理由を付記する、又は、理由を

明記した別紙を添付して通知すること。

(5) 5の(3 )中「承認書の交付を受けた者は」を「承認の決定を受けた者

が」に、 「当該承認書」を「当該承認決定通知書」に改める。

(6) 5の (4) 中 r(以下「労働局」という。)J及び r(以下「支出官」

という。)Jを削る。

(7) 6中「義肢等補装具支給要綱の制定について」を「義肢等補装具の支給

についてJに、「別添「義肢等補装具支給要綱JJを「日IJ添「義肢等補装具

費支給要綱JJ に改める。

(8) 7の(3 )を次のように改める。

旅費の支給を受けようとする者は、旅費支給申請書(様式第5号(1)) 

により、外科後処置の承認、をした所轄局長に提出するものとする。所轄局



長は、当該申請を受けた場合には、対象者等の要件を満たしているか否か

を判断の上、承認決定等を行い、その旨を「外科後処置旅費支給承認・不承

認決定通知書J(様式第5号(2)) により通知するものとする。

なお、承認決定等については、処分性が認められるため、行政事件訴訟

法等の適用に関しては、 5の (2) と同様に取り扱うこととする。

(9) 8中「労働福祉事業原票」を「社会復帰促進等事業原票」に改める。

(10) 9中「実施期日」を「施行期日」に、「平成 19年4月 1日から実施する」

を「平成22年 12月 27日から施行する」に改める。

5 別添「外科後処置実施要綱」様式を次のように改める。

(1)様式第 1号中「昭和・平成Jを目的、「保険給付記録票照合欄」を「署

処理欄Jに改める。

(2)様式第2号中「昭和・平成」を削る。

(3 )様式第3号を削り、次の様式第3号 (1 )及び様式第3号 (2)を加え

る。



様式第3号(1)‘

平成年月!日

o 0 0 0 殿

労働局長田

外科後処置承認決定通知書

平成年月 日付けをもって申請のあった外科後処置に閲する診療について、承認と決定しましたので

通知しますE

なお、診療を受けようとするときは、医療機関に当該承認決定通知書を提出すること。

承 認 番 号 No. 

労働保険番号

氏 名 |生年月日| 年 月 日

障害の部位

障害(補償)年金の
第 号

涯 書 番 号

受けたい外科後処置
の 内 容

外科後処置を受ける
医療機関名

医療機関の所在地

入医療機院闘が希望する
年月日

平成 年 月 日

この決定の詳細についてお聞きにな唖たい点があれば、照会先までご連絡ください。

この決定に不服がある場合には、決定があったことを知った日の翌日から起算して60目以内に厚生労働
大臣に対して審査請求をすることができます(決定があった日から1年を経過した場合を徐きますo)。
この決定に対する取消訴訟は、圏在被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、

この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます(決定があった日
から1年を経過した場合を除きます。)。
ただし、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に審査請求をした場合には、取消

訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた自の翌日から起算して6ヶ月以内に提起しなければな
りません(裁決があった日から1年を経過した場合を除きます。)。

照会先 00労働局労働基準部労災補償課00係
電話 000-0000



様式第3号(2)

000  0 殿

平成・年月 日

o 0 労働局長 田
外科後処置不承認決定通知書

平成 年 月 日付けをもって申請された外科後処置に関する診療につ

いて、不承認と決定しましたので通知します。

不承認の理由

この決定の詳細についてお聞きになりたい点があれば、照会先までご連絡ください。

この決定に不服がある場合には、決定があったことを知った日の翌日から起算して60

日以内に厚生労働大臣に対して審査諦求をすることができます(決定があった日から 1年

を経過した場合を除きます。)。

この決定に対する取消訴訟は、閣を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大

臣となります。)、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に優

起することができます(決定があった日から 1年を経過した場合を除きます。)。

ただし、この決定があったととを知った目の翌日から起算して 60日以内に審査請求を

した場合には、取消訴訟は、その審査請求に対する裁決の送遣を受けた日.の翌日から起算

して6ヶ月以内に提起しなければなりません(裁決があった日から 1年を経過した場合を

除きます。)。

照会先 00労働局労働基準部労災補償課00係

電話 000-0000



(4)様式第 5号中「様式第 5号(表面)Jを『様式第 5号(1)(表面)Jに、

「様式第5号(裏面)Jを「様式第5号(1) (裏面)Jに改め、次の様式第

5号 (2) を加える。

様式第5号 (2)

平成 年 月

o 0 0 0 殿

0 ，0 労働局長 田
外科後処置旅費支給承認・不承認決定通知書

日

平成 年 月 日付けをもって申請された外科後処置に闘する旅費申請

について、下記のとおり決定しましたので通知します。

記

1 承認事項 全部 一部 不承認

2 承認額 円

一部承認又は不承認の理由

この怯定的詳細についてお聞きになりたい点があれば、閉会先までご連描ください.

ζ由時定に不掴がある場合には、同定があ。たことを知った日の型日から起算して 60何回内に厚生労働大臣に対

して審査踊求をすることができます{世定があった伺から 1年を証過した描合営陣きます.).

こ即時定に封する取禍t1f:tiHま、国を被告として【師酷において聞を代寵する者は怯萌大匡となります.)，この世定

があヲたことを知。た自の翌日から起算してeか月日内に揖起することができます{決定があった固から 1年を昼過

した場合を酷きます'.).

ただし、こ(})怯定があったことを知った臼の翌日から晶算して 60回以内に審査請求をした場合には、取硝酔置位、

その審査情求に対する棋棋の珪遣を長けた日目翌日から起算し，-06ヶ月以内に提起しなければなり法せん【吊提出あ

った日から l平を昼過した場合を陣きます'.). 

照会先 00労働局労働基準部労災補償課00係

電話 000-0000 

(5 )様式第6号(表面)中「労働福祉事業原票」を「社会復帰促進等事業

原票」に改め、「明大昭」及び温泉保養欄を削る。



日直互〕

「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領及びアフターケア委託

費の点検業務等委託事務処理要領の一部改正についてJ(平成 20年 3月 19日付

け基発第 0319008号)の別添「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施

要領j の一部を次のように改Eする。

1 3を次のように改める。

3 対象者及び制度の周知

(1)対象者

アフターケアの対象者(以下「対象者」という。)は、別紙の「傷病別

アフターケア実施要綱(以下「傷病別実施要綱」としづ。)に定めるとこ

ろによる。

なお、傷病別実施要綱に定める労働者災害補償保険法による障害(補償)

給付を受けることが見込まれる者とは、障害(補償)給付の請求から支給

決定までにかなりの期間を要すると見込まれる場合であって、主治医等の

診断書、エックス線写真等により、アフターケアの支給要件を満たす障害

等級に該当することが明らかであると認、められる者をいう。

(2)制度の周知

事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)

は、アフターケアの対象疾病(以下「対象傷病」としづ。)の療養者に対

し、療養中及び障害(補償)給付の支給決定等の際に、アフターケア制度

の周知を行うものとする。

2. 6の(1)を次の〉うに改める。

(1)新規交付

① 手帳の交付を受けようとする者は、「健康管理手帳交付申請書J(様式

第2号)を、所轄署、長の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄

局長」とし寸。)に提出しなければならない。

② 手帳の交付の申請は、治ゆ日より起算して傷病別実施要綱に定める各健

康管理手帳の新規交付の有効期間内に行わなければならない。

ただし、傷病別実施要綱において、診察の実施期間に限度が定められて

いない対象傷病にあっては、申請期間を経過した後であっても、後遺症状

に動揺をきたす場合等によりアフターケアを希望する場合には、随時申請



を1Tうことができる。

③ 所轄局長は、上記①の申請に基づき、対象者と認、められる者に対して、

手帳を交付するものとする。

3 6の (4) 中「アJを「①」に、「イj を「②j に、「上記アJを「上記①J

に、「手帳を」を「手帳に「健康管理手帳の再交付についてJ(様式第4号の

2) を添えてj に改める。

4 6の (5)を次のように改める。

(5)交付方法

①所轄局長は、 「健康管理手帳交付申請書J (様式第2号)を受理したと

きは、その内容を検討の上、新規交付、更新又は不交付の決定(以下、「交

付決定等」という。)を行い、 「健康管理手帳の(新規)交付・更新申請

に係る交付・不交付決定通知書J (様式第4号)により申請者に通知する

とともに、新規交付、更新決定をしたものに対して手帳を交付する。

また、交付決定等については、処分性が認められるため、行政事件訴訟

法(昭和 37年法律第 139号)、行政不服審査法(昭和 37年法律第 16 

O号)、行政手続法(平成5年法律第 88号)の適用がある。

このため、所轄局長は、次のとおり事務を行うこととする。 i

ア 手帳の交付決定等は、行政不服審査法第 2条に規定する行政処

分であるものとして、審査請求の対象として取り扱うこと。

イ 手l慢の交付決定等に関する審査は、当該決定をした所轄局長の上

級庁である厚生労働大臣が行うこと。なお、再審査請求は行うこと

ができないものであること。

ウ 交付決定等を行う際は、その相手方に対し、 「健康管理手帳の(新

規)交付・更新申請に係る交付・不交付決定通知書J (様式第4号)

をもって、行政不服審査法に基づく審査請求及び行政事件訴訟法に

基づく取消訴訟の提起ができる旨の教示を行うこと。その際は、不

服申立て手続の有無に関係なく、訴訟の提起が可能であることに留

意すること。

エ 手帳の交付の申請に対し、不交付の決定を行う場合には、 「健康

管理手帳の(新規)交付・更新申請に係る交付・不交付決定通知書」

(様式第4号)に当該決定の理由を付記するか、又は、理由を明記

した別紙を添付して通知すること。

② 更新又は再交付(紛失を除く。)の場合は、前回交付された手帳を一

週間以内に所轄局長に返納するものとする。



③ 手帳の交付を郵送で行う場合は、配達証明で発送し、到達を確認した資

料を保存すること。

5 Iアフターケア実施要領j の様式第2号を別添1のとおり、様式第4号を

別添2のとおり改め、様式第4号の 2を加える。
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平成 年 月 日に貴殿から行われた標記の申請については、下記の

とおり決定いたしましたので通知します。

コ]
量一口

-別添のとおり、下記傷病名に係る健康管理手帳を します。

対象傷病名

-以下の理由により健康管理手帳の が認められません。

理由

この決定理由の詳細についてお聞きになりたい点があれば、当局まで照会して下さい。

この決定に不服がある場合には、決定のあったことを知った日の翌日から起算して60

日以内に厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます(決定があった日から 1

年を経過した場合を除きます。)。

この決定に対する取消訴訟は、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務

大臣となります。)、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内

に提起することができます(決定があった日から 1年を経過した場合を除きます。)。

ただし、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に審査請求を

した場合には、取消訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起

算して 6か月以内に提起しなければなりません。(裁決があった日から 1年を経過した

場合を除きます。)。

なお、手帳の更新を受けた場合は、前回交付された手帳を一週間以内に返納してくだ

さい。



様式第4号の 2

第号

平成年月日

殿

労働局長

健康管理手帳の再交付について

平成 年 月 日に申請された標記について、}jlj添のとおり下記傷病

名に係る健康管理手帳を再交付します。

日】
吾一一口

対象傷病名

アフターケアを受けようとするときは、健康管理手帳に記載の注意事項を読

み、労災指定医療機関等にこの健康管理手帳を提出してください。

なお、手帳の再交付(紛失を除く。)を受けた場合は、前回交付された手帳

を一週間以内に返納してください。また、紛失による手帳の再交付を受けた場

合で紛失した手帳を発見した際は、すみやかに返納してください。



仁霊亘コ

「アフターケアの通院に要する費用の支給についてJ(平成9年 8月 26日付け

基発第 596号(改正平成 12年9月 5日付け基発第 560号))の別添「アフター

ケア通院費支給要綱」の一部を次のように改正する。

1 5を次のように改める。

5 支給・不支給の決定等

所轄局長は、申請書を受理したときは、るの内容を検討の上、支給・不支

給又は変更の決定(以下「決定」という。)を行い、その旨を「アフターケ

ア通院費支給・不支給・変更決定通知書J(様式第2号) (以下、「通知書Jと

いう。)により申請者に通知するものとすること。

また、アフターケア通院費の決定については、処分性が認められるため、

行政事件訴訟法(昭和 37年法律第 139号)、行政不服審査法(昭和 37年

法律第 160号)、行政手続法(平成5年法律第88号)の適用がある。

このため、所轄局長は、次のとおり事務を行うこととする。

(1)アフターケア通院費の決定は、行政不服審査法第2条に規定する行

政処分であるものとして、審査請求の対象として取り扱うこと。

(2 )アフターケア通院費の決定に関する審査は、当該決定をした所轄局

長の上級庁である厚生労働大臣が行うこと。なお、再審査請求は行うこ

とができないものであること。

(3 )決定を行う際は、その相手方に対し、通知書をもって、行政不服審

凶査法に基づく審査請求及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の提起が

できる旨の教示を行うこと。その際は、不服申立て手続の有無に関係

なく、訴訟の提起が可能であることに留意すること。

(4) アフターケア通院費の不支給又は変更の決定を行う場合には、通知

書に当該決定の理由を付記するか、又は、理由を明記した別紙を添付し

て通知すること。

2 様式第2号を別添のとおり改める。



(様式第 2号)

アフターケア通院費

(1)支給・不支給決定・変更決定通知書
，...__._.>>..............--....1 

申請者氏名|

健康管理手帳番号

金額

通院年月日 様

チと〆」Lト会

n恥

備 年 月 日

考
所在地

(2 )振込・支払通知

支払(振込)金額| |支払方法|

援込先金融機関
局名

庖舗名

預金種別 1口座番号|

0通院費の支給については、表記(1)のとおり決定したので

通知します。
不支給決定/変更決定の理由

労働局長 固

この法定理由の詳細についてお聞きになりたい点があ

れば、当局まで照会して下さb、。

この世定に不服がある場合は、決定のあったことを知っ

た日の翌日から起算して 60目以内に厚生労働大臣に対

して審査諒求をすることができます(決定があった日から

1年を経過した場合を除きます。)。

この決定に対する取消訴訟は、国を被告として(訴訟に

おいて国を代表する者は法務大臣となります。}この決定

があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内

に橿起することができます{決定があった日から 1年を経

過した場合を陣きます。)。

ただし、こ町決定があったことを知ったHの翌日から起

揮して 60日以内に審査請求をした場合には、取摘訴訟

l士、その審査請求に対する説法の送遣を受けた日の翌日か

ら起算して 6か月以内に提起しなければなりません(裁決

があった Hから 1年を経過した場合を陪きます。)。
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0表記(2)の支払金額を

年 月
日午前 日

午桂 吋

分頃

支払いますので請本書に押印した印鑑とこの通知書を持っ

て当局までおいでください。

0表記(2)の支払金額を最寄りの金融機関に送金の手続を
しまし士乙。

支出官

別添



j，\IJ~6コ

「労災はり・きゅう施術特別援護措置の実施についてJ (昭和 57年6月 14

日付け基発第410号)の一部を次のように改王する。

1 本文を次のように改める。

(1)本文中「定め昭和 57年7月 1日から実施することとしたのでJを「定

めたので」に改める。

(2)記の 1中 f1趣旨」を fl 趣旨について」に、「労働者災害補償保険法

(昭和 22年法律第 50号。以下「労災保険法」という。)の労働福祉事業」

を f労働者災害補償'保険法(昭和 22年法律第 50号。以下「労災保険法」

という。)第 29条第 1項の社会復帰促進等事業Jに改める。

( 3 )記の 2中 f2対象者」を f2対象者について」に改める。

(4 )記の 3中 f3 特別援護措置の内容」を f3 特別援護措置の内容につい

て」に改め、記の 3に次のただし書きを加える。

ただし、対象者が引き続きはり・きゅう施術を希望し、都道府県労働局

長(以下「労働局長」という。)が特に必要と認める者については、 1年を

限度として施術期間を延長することとする。

( 5 )記の 7及び記の 8を削る。

(6 )記の 6を次のように改める。

7 支払事務について

都道府県労働局労働保険特別会計支出官は「労災はり・きゅう施術特

別援護措置委託費請求書」を受理したときは、その内容を審査し、適正

であると認めたときは当該費用を(項)社会復帰促進等事業費(目)社

会復帰促進等事業委託費から支出するものとする。



(7)記の 5の (2) 中「保険給付記録票等既存の資料」を「労働基準行政情

報システム・労災行政情報管理システム内の情報等」に改め、「、当該記録

票の「労働福祉事業関係欄」に「労災はり・きゅう施術特別援護措置申請

書経由」の旨を記入のうえ」を削り、「基準局長」を「労働局長(以下「所

轄局長」という。)Jに改め、同 (3)中「基準局長」を「所轄局長」に、 II労

災はり・きゅう施術特別援護措置承認書J(以下「承認書」という。)Jをrr労

災はり・きゅう施術特別援護措置承認決定通知書J(様式第4号(1)) (以

下「承認決定通知書」という。)Jに改め、同 (4)中「基準局長」を「所

轄局長」に、「承認書」を「承認決定通知書」に改め、同(5 )中「基準局

長」を「所轄局長」に、「基準局長印」を「労働局長印」に、「当該承認書」

を「当該承認決定通知書」に改め、同 (6)中「承認書」を f承認、決定通

知書」に改め、記の 5中 15 特別援護措置の申請」を 16 特別援護措置

の申請について」に改める。

(8 )記の4を次のように改める。

5 実施機関について

( 1 )労働局長は「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関す

る法律J(昭和 22年法律第217号)第9条の 2の規定に基づく届出

を行った施術所(以下「施術所」という。)の中から施術所の申請に基

づき指定することとし、施術所を指定したときは、その名称、所在地、

電話番号及びはり・きゅう業務に従事する施術者の氏名を本省(補償

課)あて報告すること。

(2)特別援護措置に関する委託契約の締結に当たっては、別紙契約書例

を参考とすること。

(9 )記の 3の次に次のように加える。

4 3のただし書きに係る運用上の留意事項について

(1)労働局長が特に必要と認める者は次の者とする。

イ 就労している者

ロ 就労の見込みのある者(内定者)

ハ 職業復帰について何らかの努力をしている者(求職活動をしている

者)

ー その他申請者の諸事情等を考慮して施術が必要と判断される者



(2) 認定について

イ申請時に既に就労じている者は申請書(様式第 2号の 2) に事業主

等の証明を要し、就労見込み(内定)の者もできる限り証明を受け

るようにすること。

ロ就職について努力している段階の者については、その求職活動状況

を記載させること。

ハその他必要に応じて申請者の実情を把握する等の措置を講ずるごと

により判断すること。

2 本文の〔参 考〕を次のように改める。

(1) (参考〕中 r(参考JJを「別紙契約書例Jに改める。

(2)前文中「労働福祉事業」を「社会復帰促進等事業」に、「労働基準局長」

を「労働局長」に改める。第 1条中「都道府県労働基準局長」を「都道府県

労働局長」に、「労災はり・きゅう施術特別援護措置承認書Jを「労災はり・

きゅう施術特別援護措置承認決定通知書」に改め、第3条中「都道府県労働

基準局」を「都道府県労働局」に改め、第4条中「労働省労働基準局長」を

「厚生労働省労働基準局長」に改め、第9条中「昭和」を削る。署名・押印

欄中「昭和」を削り、「労働基準局長」を「労働局長」に改める。

3 別添「労災はり・きゅう施術特別援護措置要綱」を次のように改める。

(1) 1中「労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 50号。以下「労災保

険法」という。)の労働福祉事業」を「労働者災害補償保険法(昭和 22年

法律第 50号。以下「労災保険法」という。)第 29条第 1項の社会復帰促

進等事業」に改める。

(2) 3中「都道府県労働基準局長(以下「基準局長」という。)が定める期

間(以下「施術期間」という。)内に、はり・きゅう施術を特別援護措置

として行うものとし、施術期間は 1年以内施術回数の限度は原則として 1

月につき 5固とする。」を「、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局

長(以下「所轄局長」という。)が定める期間(以下「施術期間」という。)

内に、特別援護措置としてはり・きゅう施術を行うものとする。施術期間

は1年以内とし、施術回数の限度を原則として 1月につき 5回とする。」

に、 「延長するiことができる。」を「延長することとする。」に改める。

(3) 4の(1)中「基準局長」を「都道府県労働局長」に改め、同 (2) 中



「基準局長(以下「所轄局長」という。)Jを「都道府県労働局長(以下

「施術所所轄局長」という。)Jに改め、同 (3)中「所轄局長」を「施

術所所轄局長」に、 「一」を「ア」に、 f二Jを「イ」に改め、同 (4) 

中「所轄局長」を「施術所所轄局長」に改める。

(4) 5の(1)中「基準局長」を「所轄局長」に改め、同(3 )を次のよう

に改める。

(3 )所轄局長は、(1)の申請を受けた場合には、対象者等の要件を満たし

ているか否かを判断の上、承認・不承認、の決定(以下「承認決定等」と

いう。)を行い、その旨を「労災はり・きゅう施術特別援護措置承認決定

通知書J(様式第4号(1))又は「労災はり・きゅう施術特別援護措置

不承認決定通知書J(様式第4号(2 ))により通知するものとする。

また、承認決定等については、処分性が認められるため、行政事件訴

訟法(昭和 37年法律第 13 9号)、行政不服審査法(昭和 37年法律第

160号)、行政手続法(平成5年法律第88号)の適用がある。

このため、所轄局長は、次のとおり事務を行うこととする。

ア 特別援護措置の承認、決定等は、行政不服審査法第 2条に規定する行

政処分であるものとして、審査請求の対象として取り扱うこと。

イ 特別援護措置の承認決定等に関する審査は、当該決定をした所轄局

長の上級庁である厚生労働大臣が行うこと。なお、再審査請求は行う

ことができなドものであること。

ウ 承認決定等を行う際は、その相手方に対し、「労災はり・きゅう施術

特別援護措置承認決定通知書J(様式第4号(1 ) )又は「労災はり・

きゅう施術特別援護措置不承認決定通知書J(様式第4号(2)) をも

って、行政不服審査法に基づく審査請求及び行政事件訴訟法に基づく

取消訴訟の提起ができる旨の教示を行うこと。その際は、不服申立て

手続の有無に関係なく、取消訴訟の提起が可能であることに留意する

こと。

エ 特別援護措置の申請を不承認とする場合には、「労災はり・きゅう施

術特別援護措置不承認決定通知書J(様式第4号(2)) に当該決定の

理由を付記する、又は、理由を明記した別紙を添付して通知すること。

(5) 5の (4)中「承認書の交付を受けた者がはり・きゅうの施術」を r(3) 

の承認を受けた者が、特別援護措置」に、「承認書」を「承認決定通知書」

に、「承認書を交付した基準局長」を[所轄局長j に改め、同 (5)中「基



準局長jを「所轄局長」に改め、同 (6)中「署長Jを f労働基準監督署長J

に、「基準局長Jを「所轄局長」に改め、 5中 15特別援護措置の申請Jを

15 手続」に改める。

(6) 6の次に次のように加える。

7 施行期日

本要綱は、平成22年 12月27日から施行するものとする。

4 別添「労災はり・きゅう施術特別援護措置要綱」様式を次のように改める。

(1)様式第 1号中「第 23条」を「第 29条」に、「昭和Jを「平成」に、「

労働基準局長」を「労働局長」に改める。

(2)様式第2号中「労働福祉事業」を「社会復帰促進等事業」に、「昭和」を

「平成」に、「労働基準局長」を「労働局長」に改める。

( 3 )様式第2号の 2中「労働福祉事業」を「社会復帰促進等事業」に、「昭和

」を「平成」に、「労働基準局長」を「労働局長」に改める。

(4 )様式第3号中「明治大正昭和」を削り、「昭和」を「平成」に改める。

(5 )様式第4号を削り、次の様式第4号(1 )及び様式第4号 (2 )を加え

る。



様式第4号(1)

平成年月日

o 0.0 0 殿

o 0 労働局長 回

労災はり・きゅう施術特別援護措置承認決定通知書

平成 年月 日付けをもって申請のあっt労災はり・きゅう施術特別援護措置について、承認と決定しましたので

通知します。

なお、はり・きゅうの施術を受けるときには、本承認決定通知書を施術所に提示Lてください。

承 認 No. 

労働保険番号

氏 名 生年月日 年 月 日

傷 病 名 障害の部位

施術所の名称

施術所の所在地

施術期間 年月 日から 年 H 日まで

施術回数原則として、 1か月につき5回を限度とする。

この決定の詳細についてお聞きになりたい点があれば、照会先までご連絡ください。

この決定に不服がある場合には、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に厚生労働大臣
に対して審査請求をすることができます(決定があった日からl年を経過した場合を除きます。)。
この決定に対する取消訴訟は、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります.，)、この
決定があったことを知った自の翌日から起算して6か月以内に提起することができます(決定があった日から1停
を経過した場合を除きます，)。
ただし、この決定があっtことを知った日の翌日から起算して60日以内lE審査報求をした場合I~I土、取消訴訟
は、その審査請求に対する裁決の送遣を受悦日の翌日から起草して6ヶ月以内lこ提起しなければなりません
(裁決があった日からl年を経過した場合を除きます。)。

照会先 00労働局労働基準部労災補償課00係
電話 000-0000



様式第4号 (2)

平成年月日

o 0"0  0 殿

o 0 労働局長 田

労災はり・きゅう施術特別援護措置不承認決定通知書

平成 年 月 日付けをもって申誇された労災はかきゅう施術特別援護

措置について、不承認と決定しましたので通知します。

不承認の理由

この決定の詳細についてお聞きになりたい点があれば、照会先までご辿絡〈ださν、.

この世定に不阪がある婦告に位、決定があったことを知った日の聖目から起草して60日以内に厚生労構大臣に対

して審査精虫をするこどができます(告定があ。た白から 1停を経過した掛合を酷きます.).

この決定に女JするJ&消訴訟は、圏在被告どして(訴訟において国脅代表する者は睦晴大臣となります.).この快定

があったことを知った同町翠胃から起算して6か月以内に提起することができます(決定があった白から1年を経過

した場合を肺きます'.).

ただし.ニの決定があったことを知。1tsの翌日から起草して 60s以内に審査締求をした場合には、取消訴訟は、

その審査請求に対する綾決の送量を畳けた目的翌日から起草して6..月以内に提起しなければなり志せん(税法があ

った口から 1年世超過した矯合を陣きます".).

照会先 00労働局労働法準部労災補償課00係

電話 000-0000 

(6 )様式第5号中「労働基準局長」を「労働局長」に、「昭和」を「平成」に、

「労災はり・きゅう施術特別援護措置承認書Jを「労災はり・きゅう施術特

別援護措置承認決定通知書」に、「記の 4Jを「の施術所」に改める。



(7 )様式第6号(1)中「労働基準局」を「労働局」に、「昭和」を「平成」

に改める。

(8 )様式第6号 (2)中「昭大明」を削る。


